
委　任　状表面


私は、下記の者を代理人と定め、自らが所有する農用地等に関する申請手続等に関し、下記の権限を委任します。

【委任者】
住所：〒
氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号：
　
【受任者】
住所：〒
氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号：
　　　　　
【委任内容】
委任者は受任者に対して以下の手続に関する一切の権限を委任する。
[bookmark: _Hlk202526984]（１）　農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条に係る農用地利用集積等促進計画に関する同意
（２）　利用権の変更・合意解約の申請
（３）　申請書の提出・補正・取下げ
（４）　通知書等の受領
（５）　その他、上記に付随する一切の行為

【対象農用地等】　（必要に応じて欄を追加して下さい）
	所在
	地番
	地目
	面積（㎡）
	貸付始期
	貸付終期

	
	
	
	
	令和　年　　月　　日
	令和　年　　月　　日

	
	
	
	
	令和　年　　月　　日
	令和　年　　月　　日

	
	
	
	
	令和　年　　月　　日
	令和　年　　月　　日

	
	
	
	
	令和　年　　月　　日
	令和　年　　月　　日

	
	
	
	
	令和　年　　月　　日
	令和　年　　月　　日



【報酬についての特約】
	



【同意欄】
令和　　年　　月　　日

（自署）　委任者　署名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（実印）

（自署）　受任者　署名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（印）





【留意事項】裏面

1　委任の基本要件
（１）法的根拠：　本委任契約は民法第643条～656条に基づく。
（２）効力の発生（民法第643条）：　委任者（地権者）が特定の権限を受任者（代理人）に委託し、受任者がこれを承諾することで効力が生じる。
（３）権限の対象：　委任者が所有する農用地に限る。
（４）委任可能な範囲：　農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条に係る農用地利用集積等促進計画に関する同意、利用権の変更・合意解約の申請、申請書の提出・補正・取下げ、通知書等の受領、その他上記に付随する一切の行為
2　受任者の義務と権限
（１）注意義務（民法第644条）：　受任者は善良な管理者として、委任された業務を適切に遂行する責任を負う。
（２）報告義務（民法第645条）：　委任者の請求に応じ、業務の遂行状況を定期的に報告する義務を負う。
（３）受取物の引渡し（民法第646条）：　賃料や契約に関する文書など、取得したものを委任者に引き渡す責任を持つ。
３　受任者の報酬と費用負担
（１）報酬の規定（民法第648条）：　報酬については特約を設けることで明確化。特約がない場合は報酬請求不可とする。
（２）費用負担（民法第650条）：　業務遂行に必要な費用の償還請求権を認め、委任者がその費用を負担する。
４ 委任の解除と終了
（１）　解除権（民法第651条）：　各当事者がいつでも解除可能。ただし、不適切な時期での解除は損害賠償の対象となる。
（２）　終了事由（民法第653条）：　委任者または受任者の死亡・破産・後見開始によって終了する。
[bookmark: _Hlk206142175]（３）　委任者が委任を解除した場合は、農地中間管理機構「農地中間管理事業の業務手順　：　契約の変更・解約手続き」の様式３により対象農地を取り扱う市町担当機関経由で公社へ届け出る。
[bookmark: _Hlk206142201]（４）　委任者または受任者が死亡・破産・後見開始が生じた時は、対象農地を取り扱う市町担当機関に連絡し、契約者変更手続き、委任の解除または委任の変更等を公社へ届け出る。
５　委任状の作成方法
（１）　別紙様式「委任状」を使用する。
（２）　委任状に委任者および受任者の住所、氏名、電話番号、委任内容、対象農用地、促進計画案の始期と終期、および報酬を定める場合は報酬についての特約を記載する。
（３） 両者の署名押印を同意欄に記載する。
（４） 委任者は実印を捺印し印鑑証明書（届出日の３カ月以内に取得したもの）を提出する。受任者は個人の場合は認印可。法人・士業者の場合は実印のみとする。
（５） 委任状の修正を行う場合は修正箇所に同意印と同じ印を捺印する。
（６） 委任状は両面印刷で取り扱う。
６　委任状の取扱
（１）　促進計画案の範囲に対象を限定し、促進計画案に添付して提出する。 
（２）　原本は公社が保管する。
（３）　契約書類には「（地権者名）代理人（受任者名）」と記載する。
（４）　一名の委任者に対し、受任者は一名に限る。
（５）　賃借料の振込先指定口座は地権者本人の口座に限る。相続登記が行われておらず、相続権利者が複数いる場合は、法定相続人の一人が契約者となり、その者の名義の口座を指定する。
７　その他注意事項
委任状について報酬を得て作成・提出する場合は行政書士資格が必要となる。
